


第８回青梅市選挙管理委員会日程

令 和 ７ 年 ６ 月 ２ ２ 日

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分

市 役 所 ６ 階

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 室

１ あいさつ 川鍋委員長

２ 報告事項 東京都議会議員選挙期日前・不在者投票状況について

３ 議 事 付 議 案 件 参議院議員選挙執行計画について

認 定 第 １ 号 東京都議会議員選挙における投票管理者の

職務代理者の変更の専決処分について

議案第１６号 選挙人名簿登録者の抹消決定について

４ そ の 他 (1) 次回委員会の開催日程について

日 時 令和７年７月２日（水）午前１０時００分

会 場 市役所６階 ６０１会議室

議 題 選挙人名簿登録者の決定について（参議院議

員選挙）ほか

(2) その他



月   日 区分 市役所 河辺駅前 期日前計
窓口

（17歳）
他選管 施設 郵便等 総　計 累   計 月   日 区分 市役所 河辺駅前 期日前計 施設 郵 便 等 総　計 累   計

告示日
男 0 0 0 

告示日
男 0 0 0 

6月13日 金
女 0 0 0 

6月25日 金
女 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 0 計 0 0 0 0 0 0 

男 314 314 314 314 男 378 378 378 378 

6月14日 土
女 253 253 253 253 

6月26日 土
女 308 308 308 308 

（曇のち雨）
計 567 567 0 0 0 0 567 567 

（晴れ）
計 686 686 0 0 686 686 

男 431 431 4 435 749 男 353 353 3 356 734 

6月15日 日
女 338 338 1 339 592 

6月27日 日
女 289 289 3 292 600 

（雨のち曇）
計 769 769 0 0 0 5 774 1,341 

（曇りのち雨）
計 642 642 0 6 648 1,334 

男 474 474 15 2 491 1,240 男 464 464 23 3 490 1,224 

6月16日 月
女 461 461 1 15 3 480 1,072 

6月28日 月
女 451 451 43 2 496 1,096 

（晴れ）
計 935 935 0 1 30 5 971 2,312 

（晴れ）
計 915 915 66 5 986 2,320 

男 384 420 804 43 1 848 2,088 男 378 445 823 37 3 863 2,087 

6月17日 火
女 369 515 884 97 3 984 2,056 

6月29日 火
女 397 541 938 42 1 981 2,077 

（晴れ）
計 753 935 1,688 0 0 140 4 1,832 4,144 

（曇りのち雨）
計 775 986 1,761 79 4 1,844 4,164 

男 467 497 964 1 123 1,088 3,176 男 441 473 914 77 2 993 3,080 

6月18日 水
女 480 649 1,129 121 1 1,251 3,307 

6月30日 水
女 482 754 1,236 99 2 1,337 3,414 

（晴れ）
計 947 1,146 2,093 0 1 244 1 2,339 6,483 

（曇りのち雨）
計 923 1,227 2,150 176 4 2,330 6,494 

男 586 528 1,114 4 60 1,178 4,354 男 429 380 809 65 1 875 3,955 

6月19日 木
女 573 747 1,320 1 91 2 1,414 4,721 

7月1日 木
女 429 501 930 88 0 1,018 4,432 

（晴れ）
計 1,159 1,275 2,434 0 5 151 2 2,592 9,075 

（雨のち曇り）
計 858 881 1,739 153 1 1,893 8,387 

男 670 649 1,319 26 2 1,347 5,701 男 435 474 909 69 1 979 4,934 

6月20日 金
女 754 1,045 1,799 44 1,843 6,564 

7月2日 金
女 439 657 1,096 100 2 1,198 5,630 

（晴れ）
計 1,424 1,694 3,118 0 0 70 2 3,190 12,265 

（雨のち曇り）
計 874 1,131 2,005 169 3 2,177 10,564 

男 936 1,021 1,957 1,957 7,658 男 871 991 1,862 7 3 1,872 6,806 

6月21日 土
女 971 1,300 2,271 2,271 8,835 

7月3日 土
女 875 1,308 2,183 2 2 2,187 7,817 

（晴れ）
計 1,907 2,321 4,228 0 0 0 0 4,228 16,493 

（雨のち曇り）
計 1,746 2,299 4,045 9 5 4,059 14,623 

男 0 0 7,658 男 0 0 6,806 

6月22日 日
女 0 0 8,835 

7月4日 日
女 0 1 1 7,818 

投票日
計 0 0 0 0 0 0 0 0 16,493 

投票日
計 0 0 0 0 1 1 14,624 

合　計
男 4,262 3,115 7,377 0 5 267 9 7,658 

合　計
男 3,749 2,763 6,512 278 16 6,806 

女 4,199 4,256 8,455 0 2 368 10 8,835 女 3,670 3,761 7,431 374 13 7,818 

計 8,461 7,371 15,832 0 7 635 19 16,493 計 7,419 6,524 13,943 652 29 14,624 

令和７年６月２２日執行　東京都議会議員選挙　期日前・不在者投票状況

今回（令和７年６月２２日） 前回（令和３年７月４日）
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青 梅 市 選 挙 管 理 委 員 会

令和７年７月２０日執行

参 議 院 議 員 選 挙

執 行 計 画



令和７年７月２０日執行の参議院議員選挙に関しては、次の要領により

行うものとする。

１ 選挙期日

(1) 公 示 日 令和７年７月３日（木）

(2) 選挙期日（投票日） 令和７年７月２０日（日）

※根拠法令 公職選挙法第３２条

２ 選挙の名称

(1) 総称する場合 参議院議員選挙

(2) 選出別に呼称する場合 参議院（東京都選出）議員選挙

参議院（比例代表選出）議員選挙

３ 選挙すべき議員の数

参議院（東京都選出）議員選挙 ７人（うち補欠選挙 １人）

４ 選挙人名簿への登録

(1) 基準日および登録日 令和７年７月２日（水）

年齢については、選挙期日（令和７年７月２０日）現在による。

（参考）今回登録される者

年 齢 平成１９年７月２１日以前に出生した者

住 所 ①令和７年４月２日までに住民基本台帳法にもとづく転入

の届出をし、引き続き青梅市に住所を有する者

②住所を移した者のうち、青梅市において、住民票が作成

された日から引き続き３か月以上住民基本台帳に記録

されていた者であって、転出日後４か月を経過しない者

(2) 選挙人名簿の登録の移替えを行わない期間

令和７年６月１４日（土）から同年７月２０日（日）まで

５ ポスター掲示場の設置（※公職選挙法第１４４条の２第１項）

(1) 設置数 ２０８か所

※設置場所については、別途委員会において定めるものとする。

(2) 設置時期 公示日（令和７年７月３日）から候補者がポスターを掲
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示できるように設置する。

(3) 掲示区画数 ７２区画（１区画の大きさ縦横４２ｃｍ）

※掲示区画は４８区画とし、残り２４区画は予備区画（表示欄およ

び注意欄を含む。）とする。）

６ 選挙公報の配布

令和７年７月１８日（金）までに各世帯に配布する。また、補完的措

置として、市内５７か所に補完箱を設置するほか、郵送希望者に郵送す

る。

７ 候補者氏名等掲示（参議院（東京都選出）議員選挙）の掲載順序を定

めるくじを行う日時および場所

(1) 日 時 令和７年７月３日（木）午後６時３０分から

(2) 場 所 青梅市役所本庁舎６階 選挙管理委員会事務室

８ 投票用紙の規格

９ 投票方法

自書式投票（参議院（東京都選出）議員選挙については候補者氏名を、

参議院（比例代表選出）議員選挙については候補者氏名

または政党名をそれぞれ自書）

10 投票日時等

参議院（東京都選出）

議員選挙

参議院（比例代表選出）

議員選挙

大きさ 縦 128 ㎜×横 80 ㎜（点字：縦 140 ㎜×横 80 ㎜）

体裁 片面印刷

用紙の色 薄い黄色 白色

文字等の色 黒色

委員会の印 黒色（刷込み式）

点字の表示 サンギインセンキョク サンギインヒレイダイヒョー
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(1) 日 時 令和７年７月２０日（日）午前７時から午後８時まで

※ただし、第２０投票所のみ午前７時から午後６時まで

(2) 場 所 天ヶ瀬体育館（青梅市天ヶ瀬町１１１１番地の１）以下

３４か所（別紙１のとおり）

11 期日前投票等

(1) 青梅市役所期日前投票所

ア 期 間 令和７年７月４日（金）から同月１９日（土）まで

イ 時 間 午前８時３０分から午後８時まで

ウ 場 所 青梅市役所（青梅市東青梅１丁目１１番地の１）

(2) 河辺駅前期日前投票所

ア 期 間 令和７年７月１５日（火）から同月１９日（土）まで

イ 時 間 午前９時から午後８時まで

ウ 場 所 青梅市中央図書館（青梅市河辺町１０丁目８番地の１）

12 不在者投票等

(1) 期 間 令和７年７月４日（金）から同月１９日（土）まで

(2) 時 間 午前８時３０分から午後８時まで

(3) 記載場所 青梅市役所期日前投票所

※郵便等投票による不在者投票の申請受付は７月１６日（水）まで

※７月１５日（火）から１９日（土）までは、午前９時から午後８

時までの間、記載場所に河辺駅前期日前投票所を加える。

13 在外投票等

指定在外選挙投票区の投票所および指定在外期日前投票所

青梅市役所（青梅市東青梅１丁目１１番地の１）

14 開票日時等

(1) 日 時 令和７年７月２０日（日）午後９時開始

(2) 場 所 住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館。青梅市河

辺町４丁目１６番地の１）
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(3) 開票立会人

ア 届出期限 令和７年７月１７日（木）午後５時まで

イ 届出場所 青梅市役所本庁舎６階 選挙管理委員会事務室

ウ 開票立会人選任のくじを行う日時および場所

(ｱ) 日 時 令和７年７月１７日（木）午後６時から

(ｲ) 場 所 青梅市役所本庁舎２階 災害対策本部室

15 開票管理者および同職務代理者

(1) 開票管理者 川 鍋 信 夫（青梅市選挙管理委員会委員長）

(2) 職務代理者 根 本 太 夫（同委員会委員長職務代理者）

16 選挙の規模（想定）

(1) 選挙人名簿登録者数

１１０，８７８人（令和７年６月定時登録者数）

（前回１１２，５８０人 令和４年６月２１日現在）

(2) 在外選挙人名簿登録者数 １０７人（前回９１人）

(3) 投票所数 ３４か所（別紙１のとおり）

(4) 開票所数 １か所（住友金属鉱山アリーナ青梅）

17 投開票速報

(1) 投票状況速報

各投票所から本部への投票速報は、午前８時現在を第１回とし、以

後１時間ごとに最終午後８時まで行う。

(2) 開票状況速報

ア 参議院（東京都選出）議員選挙

午後９時３０分を第１回とし、以後３０分おきに行う。

イ 参議院（比例代表選出）議員選挙

確定時に行うものとする。

18 啓発実施計画

別紙２のとおり
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投票所一覧 別紙1

投票区名 建　物　名　称 所在地

第１投票区 天 ヶ 瀬 体 育 館 青梅市天ヶ瀬町１１１１番地の１

第２投票区 青 梅 市 立 第 一 小 学 校 体 育 館 青梅市本町２２３番地

第３投票区 青 梅 市 役 所 青梅市東青梅１丁目１１番地の１

第４投票区 青梅市大門市民センター体育館 青梅市大門２丁目２８８番地

第５投票区 青 梅 市 新 町 市 民 セ ン タ ー 青梅市新町４丁目１７番地の１

第６投票区 青梅市今井市民センター体育館 青梅市今井２丁目９０８番地の１

第７投票区 千 ヶ 瀬 町 自 治 会 館 青梅市千ヶ瀬町３丁目３８９番地

第８投票区 青 梅 市 立 河 辺 小 学 校 体 育 館 青梅市河辺町５丁目２４番地

第９投票区 友 田 町 自 治 会 館 青梅市友田町４丁目２０６番地

第10投票区 青 梅 市 立 第 二 小 学 校 青梅市長淵４丁目４３７番地

第11投票区 駒 木 町 会 館 青梅市駒木町１丁目２番地の１

第12投票区 日 向 和 田 ２ 丁 目 自 治 会 館 青梅市日向和田２丁目３７１番地の１

第13投票区 畑 中 公 会 堂 青梅市畑中２丁目５４８番地の１

第14投票区 梅 郷 ３ 丁 目 自 治 会 館 青梅市梅郷３丁目７５６番地の３

第15投票区 柚 木 町 ２ 丁 目 自 治 会 館 青梅市柚木町２丁目３１２番地の１

第16投票区 青 梅 市 立 第 六 小 学 校 青梅市二俣尾３丁目９０３番地の１

第17投票区 二 俣 尾 ５ 丁 目 第 ２ 自 治 会 館 青梅市二俣尾５丁目１６１４番地

第18投票区 青 梅 市 沢 井 市 民 セ ン タ ー 青梅市沢井２丁目６８２番地

第19投票区 御 岳 会 館 青梅市御岳２丁目２９４番地

第20投票区 御 岳 山 ふ れ あ い セ ン タ ー 青梅市御岳山３８番地の２

第21投票区 富 岡 １ 丁 目 自 治 会 館 青梅市富岡１丁目９３番地

第22投票区 青 梅 市 小 曾 木 市 民 セ ン タ ー 青梅市小曾木３丁目１６５６番地の１

第23投票区 黒 沢 ２ 丁 目 第 １ 自 治 会 館 青梅市黒沢２丁目７８３番地の１

第24投票区 成 木 ２ 丁 目 公 会 堂 青梅市成木２丁目３１１番地の１

第25投票区 青 梅 市 成 木 市 民 セ ン タ ー 青梅市成木４丁目６４４番地

第26投票区 成 木 ７ 丁 目 自 治 会 館 青梅市成木７丁目１２０４番地の５

第27投票区 青 梅 市 立 第 四 小 学 校 体 育 館 青梅市東青梅６丁目１番地の１

第28投票区 新 町 ７ ・ ８ ・ ９ 丁 目 自 治 会 館 青梅市新町８丁目５番地の５

第29投票区 青 梅 市 立 霞 台 小 学 校 体 育 館 青梅市新町１丁目３５番地の１

第30投票区 青 梅 市 立 若 草 小 学 校 体 育 館 青梅市新町１丁目１５番地の１

第31投票区 青梅市東青梅市民センター体育館 青梅市師岡町３丁目９番地の６

第32投票区 青 梅 市 立 藤 橋 小 学 校 青梅市藤橋３丁目１３番地の１

第33投票区 青 梅 市 立 新 町 小 学 校 体 育 館 青梅市新町５丁目２１番地の１

第34投票区 河 辺 北 会 館 青梅市河辺町１０丁目１６番地の１２



別紙２

参議院議員選挙啓発実施計画案

※実施に当たり、青梅市明るい選挙推進協議会において協議する

※今後変更となる場合がある

項 目 数 量 実施期間 実 施 計 画

広 報 お う め ３６，５２０部
臨時号

７月１日号

選挙期日等の周知、期日前・不在者投

票、郵便投票等のお知らせ

啓 発 塔 １基 ７月 東青梅駅前に掲出

横 断 幕 ３幕 〃
市役所、総合体育館、河辺駅北口にそ

れぞれ掲出

ポ ス タ ー ２４０枚 〃
市施設、市内店舗、金融機関および各

地区の掲示板等に掲出

の ぼ り 旗 ２０本 〃
市役所、各市民センター、河辺駅前期

日前投票所に掲出

チ ラ シ ４２，０００枚 〃
選挙期日等の周知（市役所、各市民セ

ンターほか自治会回覧、新聞折込等）

啓 発 資 材 配 布

ハンドタオル

２，０００個
ポケットティッシュ

９，０００個

〃 啓発の際に配布

店 内 放 送 ６店舗 〃
市内店舗の協力により、店内放送等に

よる投票呼びかけ

防 災 行 政 無 線 市 内 全 域
７月１９日

７月２０日

防災行政無線による投票呼びかけ、投

票状況の速報

イ ン タ ー ネ ッ ト ７月
市ホームページでの選挙期日等周知、

投開票状況の速報

メ ー ル 配 信
７月１１日

７月１９日

市メール（行政情報）での選挙期日等

の周知

公 式 エ ッ ク ス ７月
公式エックスによる選挙期日等の周

知、市ホームページへの誘導

公 式 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 〃
公式ＬＩＮＥによる選挙期日等の周

知、市ホームページへの誘導

う め Ｐ Ｏ Ｎ 〃
河辺期日前・当日投票所の緩和策とし

て、市役所期日前投票所への誘導



認定第１号

東京都議会議員選挙における投票管理者の職務代理者の変更

の専決処分について

このことについて、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１３７条第１項の規定にもとづき、別紙のとおり専決処分したので、同条

第２項の規定にもとづき委員会の同意を求める。

令和７年６月２２日

提出者 青梅市選挙管理委員会

委員長 川 鍋 信 夫
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〈議案第１６号資料〉

○ 公職選挙法

（表示及び訂正等）

第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二

百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町

村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなけ

ればならない。

２ 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第二項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時

に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。

３（省略）

（登録の抹消）

第二十八条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の

各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければな

らない。この場合において、第四号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。

一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

二 前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇

月を経過するに至つたとき。

三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転を

することとするとき。

四 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。

（在外選挙人名簿）

第三十条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。

２（省略）

３ 市町村の選挙管理委員会は、第三十条の五第一項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿の登録を

行い、及び同条第四項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿への登録の移転（選挙人名簿から抹消

すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同じ。）を行うものとする。

４～６（省略）
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